
柏市立風早中学校の生活約束２０２５ 

 

 ○制服、校内服の扱いについては 

気温によって、夏服でも冬服でもどちらでも良い。※移行期間等の指定はない。 

登

下

校

時

の

服

装 

 タイプＡ（従来のもの） タイプ B（従来のもの） タイプ C（柏市標準服） 

冬 

服 

黒の詰襟学生服 

黒の学生ズボン 

ジャケット、ジャンパースカー

トまたはスラックス 

白色のワイシャツまたはブラウ

ス 

（棒ネクタイの着用は任意） 

ブレザー 

スカートまたはスラックス 

白色のワイシャツまたはブラ

ウス 

夏 

服 

白色のワイシャツまたは開襟

シャツ 

黒の学生ズボン 

白色のブラウスまたはワイシャ

ツ、ジャンパースカートまたは

スラックス 

白色のワイシャツまたはブラ

ウス 

スカートまたはスラックス 

靴 ○運動靴または通学用学生靴 

靴下 ○華美でないもの 

そ 

の 

他 

校章の着用は任意とする。 

※雨天時の登下校はジャージも可とする。 

※保護者に送ってもらう場合でも、登下校時は原則制服を着用する。 

式

典 

で

の

服

装 

靴下 

・ 

制服 

○くるぶしが隠れている長さの白、黒、紺、グレーを基調とした靴下を着用する。 

〇夏服又は冬服とする。 

○夏服…１学期終業式、２学期始業式 

※棒ネクタイは着用しなくても良い。 

○冬服…１学期始業式、２学期終業式、３学期始業式、３学期修了式、入学式、卒業式、(辞校式) 

※Y シャツを着用する。 

※ジャージの着用は不可。防寒着としてセーター等の着用は可とする。 

校

内

で

の

服

装 

ジャ

ージ 

○上下とも指定ジャージ ※名前を記入すること。 

○冬季はジャージの中にセーター等の着用は可とする。 

※セーター、トレーナー、カーディガンのみの着用はしない。 

体 

操 

服 

○指定の体操服 

○指定のハーフパンツ 

上 

履 

き 

○学年カラーのラインが入った上履きとする。 

※かかと部分に名前を記入すること→新たに購入する場合は、ベロの部分にある枠に記入 

 

 

 

 

 

 

 



防

寒

着 

ウインド 

ブレーカー 

○華美でないもの。または部活動で購入したものを着用しても良い。 

コート 〇華美でないもの。 

セーター 

トレーナー 

カーディガ

ン 

○冬季にスクールセーター、トレーナー、カーディガンを着用しても良い。華美でないも

の。 

※サイズの合っていないもので、袖や裾から見えるもの、ハイネックは不可とする。 

インナー ○体操服からはみ出て見えないもの。 

手袋 〇冬季に着用してもよい。 

マフラー 

ネックウォ

ーマー 

○冬季に防寒具に加えて着用しても良い。 

※着用する場合は、安全上長すぎないもの 

頭

髪 

○学校生活をしていく上で、学習や部活動の妨げにならないようにする。 

前髪は目にかからない，肩にかかる場合は束ねる。 

※染色、脱色、パーマなどの維持に時間と手間と費用がかかる髪型はひかえる。 

カ

バ

ン 

○華美でないリュック型のものとする。 

〇旧学校指定のスリーウェイバッグでも良い。 

自

転

車

通

学 

※自転車保険に加入していること。 

○自転車通学は原則風早南部小学区の生徒に限り許可制とする。 

○自転車通学者は全員ヘルメットを着用する。 

○駐輪場のスペースの関係で、サイドスタンドの自転車は不可。 

○ハンドル、荷台等の変形自転車、後ろの荷台のついていないもの、その他通学に不適と思われる自転車

の使用は禁止する。 

○ルール違反の度合いに応じて、一定期間自転車通学を停止または取り消す場合がある。 

持

ち

物 

○授業に関係のないもの、学校生活に不必要なものは持参しない。 

○携帯電話は、家庭事情により緊急を要する場合等に限り、校長の許可を得て持参できる。 

①申請用紙で保護者が申請する。 ②許可書を配付する。③登校後に担任に携帯を預ける。  

④下校時に担任から受け取る。⑤許可の期間は申請のあった年度内とし、次の年度には新たに申請し直す。 

※許可無く学校に持参した場合、保護者に返却する。 

＜持ってきてもよい物＞ 

・水筒（中身は水、お茶、スポーツドリンクのみ。） 

・リップクリームは無色、無香料のもの 

・ハンドクリーム、制汗スプレー、制汗シートは無香料のもの。 

・トローチ等は保健室で服用する。 

・日焼け止めは基本的には家で塗ってくる。 

そ

の

他 

○遅刻した際は、職員室に行き遅刻カードを受け取り、教科担当へ提出する。 

○登校後は原則として校外に出ることは禁止する。（事故防止の為） 

○休日や再登校で活動がある時の服装は、校内服、制服もしくは部活動で使用しているものを着用する。 

○集金がある場合は、朝のうちに担任または部活動顧問に渡す。 

 


